
                               2025 年 2月吉日 

 

患者さま・ご家族さま 各位 

 

医療法人裕徳会 よこはま港南台地域包括ケア病院 

院長 神谷 周良 

 

料金改定（室料差額・床頭台使用料）のお知らせ 

 

今春で５年目を迎える当院では、「特別の療養環境の提供対象となる室料差額」・「床頭台

（TV・冷蔵庫）使用料」に対しまして、開院以来、料金改定を行わずに据え置いてまいり

ました。 

然しながら、昨今の物価・水道光熱費等の著しい高騰を背景に、当該料金を 2025 年 4月

１日（※）より変更させて頂きます。 

 

患者さま、ご家族さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い

申し上げます。 

 

※2025 年 3月 31日以前よりのご利用頂いている患者さまにつきましては、2025 年 4月 1

日以降も引き続き改定前の料金でご利用頂けます。 

ご不明な点がございましたら、当院「医事課職員」までお問い合わせください。 

 

記 

■特別の療養環境の提供対象となる室料差額 

 

 

■床頭台（TV・冷蔵庫）使用料 

 

以上 


